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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 －抜粋－
（平成十年十月二日法律第百十四号）

（就業制限）
第十八条 都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症又は三類感染症の患者又
は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、
当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者
に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知すること
ができる。

２ 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規
定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として
感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感
染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。

５ 都道府県知事は、第一項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当
該患者又は無症状病原体保有者の居住地を管轄する保健所について置かれた第二十四条

。 、 、第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない ただし 緊急を要する場合で
あらかじめ、当該協議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。

６ 前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その通知をし
た内容について当該協議会に報告しなければならない。

第十九条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めると
きは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療
機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することが
できる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関
若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知
事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することが
できる。

、 、３ 都道府県知事は 第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは
当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関（同項た
だし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感
染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるも
の）に入院させることができる。

７ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は第三項の規定による入院の措置をし
たときは、遅滞なく、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健
所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会に報告しなければならない。

第二十条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めると
きは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し十日以内の
期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又
はその保護者に対し当該入院に係る患者を入院させるべきことを勧告することができ
る。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、十日以内の期間を定めて、特
定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所で
あって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべき
ことを勧告することができる。

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、
十日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感
染症指定医療機関（同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定
医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府
県知事が適当と認めるもの）に入院させることができる。

３ 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規定により
入院している患者を、前二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を
定めて、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都
道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。

４ 都道府県知事は、前三項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る患者に
ついて入院を継続する必要があると認めるときは、十日以内の期間を定めて、入院の期
間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しよ
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うとするときも、同様とする。

（感染症の診査に関する協議会）
第二十四条 各保健所に感染症の診査に関する協議会（以下この条において「協議会」
という ）を置く。。

２ 前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要
があると認めるときは、二以上の保健所について一の協議会を置くことができる。

３ 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 都道府県知事の諮問に応じ、第十八条第一項の規定による通知、第二十条第一項
（第二十六条において準用する場合を含む ）の規定による勧告及び第二十条第四項。
（第二十六条において準用する場合を含む ）の規定による入院の期間の延長並びに。
第三十七条の二第一項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を審議
すること。

二 第十八条第六項及び第十九条第七項（第二十六条において準用する場合を含む ）。
の規定による報告に関し、意見を述べること。

４ 協議会は、委員三人以上で組織する。
５ 委員は、感染症指定医療機関の医師、感染症の患者の医療に関し学識経験を有する
者（感染症指定医療機関の医師を除く 、法律に関し学識経験を有する者並びに医療。）
及び法律以外の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。ただし、そ
の過半数は、医師のうちから任命しなければならない。

６ この法律に規定するもののほか、協議会に関し必要な事項は、条例で定める。
（準用）
第二十六条 第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、二類感
染症の患者について準用する。この場合において、第十九条第一項及び第三項並びに第
二十条第一項及び第二項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機
関」とあり、並びに第十九条第三項及び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機関又
は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「感染症指定医療機関（結核指定医療機関を
除く 」と、第二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することが。）
できる」と、第二十二条第一項及び第二項中「一類感染症の病原体を保有していないこ
と」とあるのは「二類感染症の病原体を保有していないこと又は当該感染症の症状が消
失したこと」と、同条第四項中「一類感染症の病原体を保有しているかどうか」とある
のは「二類感染症の病原体を保有しているかどうか、又は当該感染症の症状が消失した
かどうか」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定め
る。

（入院患者の医療）
第三十七条 都道府県は、都道府県知事が第十九条若しくは第二十条（これらの規定を
第二十六条において準用する場合を含む ）又は第四十六条の規定により入院の勧告又。
は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者（新感染症の所見がある者
を含む。以下この条において同じ ）又はその保護者から申請があったときは、当該患。
者が感染症指定医療機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を負担する。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 医学的処置、手術及びその他の治療
四 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

（結核患者の医療）
第三十七条の二 都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住す
る結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関
において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相当す
る額を負担することができる。

２ 前項の申請は、当該結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事
に対してしなければならない。

３ 都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、当該保健所について置かれ
た第二十四条第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。
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北海道感染症診査協議会条例
（平成１１年３月１５日・条例第１号）

（趣旨）
第１条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成
１０年法律第１１４号。以下「法」という ）第２４条第６項の規定に基づき、道の保。
健所に設置する感染症の診査に関する協議会（以下「協議会」という ）に関し必要な。
事項を定めるものとする。
（設置の特例）

、 。第２条 法第２４条第２項の規定に基づき 次に掲げる保健所について一の協議会を置く
（１）江別保健所及び千歳保健所
（２）倶知安保健所及び岩内保健所
（３）浦河保健所及び静内保健所
（４）北見保健所及び網走保健所
（５）根室保健所及び中標津保健所
（名称）

第３条 協議会の名称は 「感染症診査協議会」の上にその置かれた保健所の名称（前条、
の規定により置かれた協議会にあっては、同条に掲げる保健所の名称）を冠するものと
する。
（組織）

第４条 協議会は、委員１１人以内で組織する。
２ 委員の任期は、３年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

３ 知事は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解任することができる。
（会長及び副会長）

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。
２ 会長及び副会長、委員が互選する。
３ 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
（会議）

第６条 協議会の会議は、保健所長が招集する。
２ 協議会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、や
むを得ない理由があるときは、この限りでない。

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するとこ
ろによる。

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴
くことができる。
（部会）

第７条 協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員が互選する。
４ 部会長は、部会の事務を掌理する。
５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名す
る者がその職務を代理する。

６ 協議会は、部会の決議をもって、協議会の決議をすることができる。
（規則への委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会への組織及び運営に関し必要な事項は、規
則で定める。

附 則
この条例は、平成 年４月１日から施行する。11

附 則（平成 年３月 日条例第 号）19 16 18
この条例は、平成 年４月１日から施行する。19
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北海道感染症診査協議会条例施行規則
（平成１９年３月１６日・規則第１５号）

（趣旨）
第１条 この規則は、北海道感染症診査協議会条例（平成１１年北海道条例第１号 （以。
「 」 。） 、 （ 「 」下 条例 という 第８条の規定に基づき 北海道感染症診査協議会 以下 協議会
という ）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。。
（部会）

第２条 条例第７条第１項の規定に基づき、協議会に次の部会を置く。
（１）感染症部会
（２）結核部会
（所掌事項）

第３条 感染症部会は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成
１０年法律第１１４号。以下「法」という ）第２４条第３項各号に掲げる事務（事項。
に規定するものを除く ）を行う。。

、 （ 。） 。２ 結核部会は 法第２４条第３項各号に掲げる事務 結核に係るものに限る を行う
（部会の組織）

第４条 感染症部会は、委員６人以内で組織する。
２ 結核部会は、委員５人以内で組織する。
（部会の会議）

第５条 部会の会議は、保健所長が招集する。
２ 部会は、３人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、や
むを得ない理由があるときは、この限りでない。

３ 部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは部会長の決するとこ
ろによる。

４ 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を
聴くことができる。
（会長への委任）

第６条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事
項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則
この規則は、平成１９年４月１日から施行する。


